
 
 

  
平成２７年度 医療分野の「雇用の質」の向上のための 

企画委員会設置要綱 

 
（企画委員会の設置の目的） 
第１条 企画委員会は、医療機関における勤務環境の改善に向けた取組を進め

るに当たって、地域が直面する課題を関係者間で共有するとともに、徳

島県医療勤務環境改善支援センターの運営方法等も含め、関係者が協働

して課題の解決のための方策を具体化し、適切な役割分担の下に効果的

に取り組み、さらにその成果を検証し、取組内容を改善の上、継続する

ための協議の場として設置・運営するものとする。 
（企画委員会の事務） 
第２条 企画委員会においては、医療従事者の勤務実態等について、関係者間

での現状認識、問題意識を共有するとともに、徳島県医療勤務環境改善

支援センターの運営方法等の検討等を次の各号により実施する。 
 ① 前年度における企画委員会の事務・取組内容を踏まえ、平成 27年度にお

ける徳島県下の医療従事者の勤務実態等について、関係者間での現状認識、

問題意識及び関係施策の共有 
 ② 徳島県医療勤務環境改善支援センターの運営方法全般に関する協議 
 ③ 医療労務管理アドバイザーの活動内容を踏まえ、問題点の改善のために

必要な取組等の協議 
 ④ 徳島労働局において企画、立案する医療機関の労務管理者を対象とした

労務管理等に係る研修会の内容に関する協議 
 ④ 次年度の取組に関する方針の決定 
（企画委員会の委員及び任期等） 
第３条 委員は、徳島県の衛生主管部局及び労働主管部局、徳島労働局の関係

部局、医療関係団体等から選出する。また、必要に応じ、行政機関及び

関係団体から委員を追加選出するものとする。 
  ２ 企画委員会の委員長は徳島労働基準部長とする。 
  ３ 委員は、年度ごとに新たに選出されるものとし、任期は各年度末まで

とする。 
  ４ 委員は、再任されることができる。 
  ５ 選出される委員の職制は、企画委員会の取組状況に応じて、委員長よ

り各団体に要請を行うことができるものとする。 
  ６ 委員長は上記委員の他、必要と認めた者を臨時委員とし、委員会に参

加させることができる。 
 
（企画委員会の開催） 



 
 

第４条 企画委員会は、委員長が招集し、平成 27年度においては 2回程度開催
する。 

  ２ 委員がやむを得ない理由により企画委員会に参加できない場合には、

代理による出席も可とする。 
（運営協議会の設置） 
第５条 企画委員会の下部組織として運営協議会を設置する。 
  ２ 運営協議会では、企画委員会で決定された方針に基づき、個別支援業

務等の実施に向けた実作業等を担当する。 
  ３ 運営協議会は企画委員会の委員長の招集により随時開催する。 
  ４ 運営協議会の委員は、企画委員会の委員長が必要と認める者をその都

度指名する。 
（企画委員会等の運営等） 
第６条 企画委員会の事務局は、徳島県社会保険労務士会に、運営協議会の事

務局は徳島県医療政策課に置く。  
附則 この要綱は平成 27年４月１日から施行する。 
 

別表１（第３条関係） 
区分 職    名 
委員長 徳島労働局 労働基準部長 
副委員長 徳島県 保健福祉部 医療政策課長 

委員 

（一社）徳島県医師会 副会長 
（公社）徳島県看護協会 会長 
（公社）全日本病院協会 徳島県支部長 
（一社）日本医療法人協会 徳島県支部長 
（一社）徳島県精神科病院協会 副会長 
徳島県 商工労働部 労働雇用課長 
徳島労働局 労働基準部 監督課長 
徳島県社会保険労務士会 会長 

計 １０人 
 
別表２（第５条関係） 

区分 職     名 

委員 

徳島県保健福祉部医療政策課長補佐 
徳島県保健福祉部医療政策課 地域医療担当主任 
徳島労働局労働基準部監督課長 
徳島労働局労働基準部監督課労働時間設定改善指導官 
徳島県社会保険労務士会副会長 
徳島県社会保険労務士会医療労務管理アドバイザー 
株式会社藤井会計事務所 医療経営コンサルタント 

計 ７人 

 


